
地域包括支援センターの業務負担軽減方策について 

（地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への介護予防支援の委託を例に） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援事業所 

介護給付（要介護） 

③ 逓減制が廃止されればいいけれど、それは難しいのでは。介護予防支援の件数を１／２カウントするなら、委

託を受けたら、本来もらえるべき介護報酬は結局、減るよね。やっぱり委託は受けられないよ。 

４３８単位×１０円×６０件＝２６２，８００円 

 うち１０件 ４３８単位×１０円×１０件＝４３，８００円 

（忙しいので、少しでも委託できないかな・・・） 

① そもそも、要介護３以上の居宅介護支援費Ⅰは、１，３９８単位 

１，３９８単位×１０円×１０件＝１３９，８００円 

同じ１０件なら、介護給付の方が得だから、委託は受けないよ。 

地域包括支援センター 

予防給付（要支援） 

（例）介護予防支援 ６０件 

    うち１０件を居宅介護支援事業所に委託 

② 仮に、委託料を１，３９８単位×１０円×１０件＝１３９，８００円をもらったとしても、 

（居宅介護支援件数）＋（介護予防支援件数×1／２）≧４０件となれば、介護報酬の逓減制が適用される。 

４０件以上６０件未満の部分 ６９８単位／１件   ６０件以上の部分 ４１８単位／１件 

逓減制があるから、介護報酬が減るので、やっぱり委託は受けられないよ。 

２６２，８００円（介護報酬） 

委託契約（外注） 

１０件 

４３，８００円 

プラン作成 

受託 

 しません！ 

国民健康保険団体連合会 

① ４３８単位を１，３９８

単位にすれば、委託を受けて

くれるよね。 

 

② 逓減制がなくなれば、

委託を受けてくれるよね。 

③例えば、委託分の件数カウントを１／２

カウントではなく、０カウントにすれば、

その問題は解消されるよね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地域包括支援センターからの委託を受けたことにより、国保連から受領できる介護報酬が減少する。 

  居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから介護予防支援を受託するメリットが全くない仕組みとなっている。 

  このような現行上の仕組みであるため、形式上、委託可能な制度であっても、実際には居宅介護支援事業所は介護予防支援を受託しない。 

【居宅介護支援事業所が委託を受けない場合に、１月で国保連から受領でき

る介護報酬】 

（要介護３以上の居宅介護支援を７０件取り扱った場合における介護報酬） 

１，３９８単位×１０円×３９件＝５４５，２２０円 

６９８単位×１０円×２０件＝１３９，６００円 

４１８単位×１０円×１１件＝ ４５，９８０円 

合計            ７３０，８００円 

上記例で、居宅介護支援事業所が 

仮に地域包括支援センターから介護予防支援を＋１０件を受託したら 

【居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから介護予防支援１０件を 

受託した場合に、１月で国保連から受領できる介護報酬】 

（要介護３以上の居宅介護支援を７０件取り扱い、かつ、介護予防支援を１０件受託した場合

における、要介護３以上の居宅介護支援７０件分の介護報酬） 

１，３９８単位×１０円×（３９件－１０件×１／２）＝４７５，３２０円 

６９８単位×１０円×２０件          ＝１３９，６００円 

４１８単位×１０円×（１１件＋１０件×１／２）＝ ６６，８８０円 

合計                      ６８１，８００円 

【地域包括支援センターから受領できる 

委託料】 

（介護予防支援１０件分の委託料） 

４３８単位×１０円×１０件＝４３，８００円 

＋ ＝７２５，６００円 


